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第
二
条
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由
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十
五
年
厚
生
労
働
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告
示
第
二
百
九
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
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（ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ） 

改   正   後 改   正   前 

別表第１ 別表第１ 

 １ 次に掲げる成分を含有する製剤（体外診断用医薬品（専ら疾

病の診断に使用されることが目的とされている医薬品のうち、

人又は動物の身体に直接使用されることのないものをいう。以

下同じ。）を除く。） 

(１)～(12) （略） 

(13) アパダムターゼ アルファ（遺伝子組換え） 

(14)～(73) （略） 

(74) エルラナタマブ（遺伝子組換え） 

(75)～(121) （略） 

(122) 乾燥濃縮人プロテインＣ 

(123)～(141) （略） 

(142) クロバリマブ（遺伝子組換え） 

(143)～(165) （略） 

(166) サルグラモスチム（遺伝子組換え） 

(167) シナキサダムターゼ アルファ（遺伝子組換え） 

(168)～(175) （略） 

(176) スソクトコグ アルファ（遺伝子組換え） 

(177)～(190) （略） 

(191) 組織培養不活化ダニ媒介性脳炎ワクチン 

(192)～(194) （略） 

(195) ゾルベツキシマブ（遺伝子組換え） 

(196)～(220) （略） 

(221) 沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン（無毒性変異ジフテリア

毒素結合体） 

(222)～(257) （略） 

(258) ニルセビマブ（遺伝子組換え） 

 １ 次に掲げる成分を含有する製剤（体外診断用医薬品（専ら疾

病の診断に使用されることが目的とされている医薬品のうち、

人又は動物の身体に直接使用されることのないものをいう。以

下同じ。）を除く。） 

(１)～(12) （略） 

（新設） 

(13)～(72) （略） 

（新設） 

(73)～(119) （略） 

（新設） 

(120)～(138) （略） 

（新設） 

(139)～(161) （略） 

（新設） 

（新設） 

(162)～(169) （略） 

（新設） 

(170)～(183) （略） 

（新設） 

(184)～(186) （略） 

（新設） 

(187)～(211) （略） 

（新設） 

 

(212)～(247) （略） 

（新設） 



 

 

(259)～(357) （略） (248)～(346) （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

  

別表第２ 別表第２ 

 １ 次に掲げる成分を含有する製剤（体外診断用医薬品を除く。

） 

(１)～(18) （略） 

(19) 乾燥濃縮人プロテインＣ 

(20)～(58) （略） 

 １ 次に掲げる成分を含有する製剤（体外診断用医薬品を除く。

） 

(１)～(18) （略） 

（新設） 

(19)～(57) （略） 

２ （略） ２ （略） 

 


